
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
令和5年度補正予算案額 580億円

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

本事業は、家庭で最大のエネルギー消費源である給湯分野に
ついて、ヒートポンプ給湯機や家庭用燃料電池等の高効率給湯
器の導⼊支援を行い、その普及を拡大することにより、「2030年
度におけるエネルギー需給の⾒通し」の達成に寄与することを目的
とする。

また、家庭部門への高効率給湯器の導⼊を加速することにより、
温室効果ガスの排出削減と我が国の産業競争力強化を共に実
現する。

成果目標

2030年度におけるエネルギー需給の⾒通しにおける家庭部門
の省エネ対策（1,200万kl）中、家庭部門への高効率給湯
器の導⼊を促進し、本事業による効果も含めて、省エネ量
264.9万klの達成を目指す。

事業概要

消費者等に対し、家庭でのエネルギー消費量を削減するために
必要な高効率給湯器（ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、
家庭用燃料電池）の導⼊に係る費用を補助する。

特に、昼間の余剰再エネ電気を活用できる機種等については
補助額の上乗せを行うとともに、高効率給湯器導⼊にあわせて
寒冷地の高額な電気代の要因となっている蓄熱暖房機等の設
備を撤去する場合には、加算措置を行う。

補助
（定額※）

民間団体等 民間企業等国

補助
（定額）

※ 機器・性能毎に一定額を補助。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課、水素・アンモニア課
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